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総代会制度について
　信用金庫は、会員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同組織金融機関です。したがって、会員は出資口数に関係なく、

一人１票の平等の議決権を持ち、総会を通じて当金庫の経営に参加することになります。しかし、当金庫では、会員数が

たいへん多く、総会の開催は事実上不可能です。そこで、当金庫では、会員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保

するため、総会に代えて総代会制度を採用しています。

　この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、

総代会は、総会と同様に、会員一人ひとりの意見が当金庫の経営に反映されるよう、会員の中から適正な手続きにより選

任された総代により運営されています。

　なお、総代会の運営に関するご意見やご要望につきましては、お近くの営業店までお寄せください。

会員の資格 　当金庫の定款抜粋

第 5 条

　次に掲げる者は、この金庫の会員となることができる。ただし、

第1号または第2号に掲げる者に該当する個人にあってはその常時

使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第１

号または第2号に掲げる者に該当する法人にあってはその常時使用

する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額または出資

の総額が9億円を超える事業者を除くものとする。

（１）この金庫の地区内に住所または居所を有する者

（２）この金庫の地区内に事業所を有する者

（３）この金庫の地区内において勤労に従事する者

（４）この金庫の地区内に事業所を有する者の役員

（５）この金庫の地区内に転居することが確実と見込まれる者

（信用金庫法施行規則で定める売買契約又は請負契約を

締結した者に限る。）

（６）この金庫の役員

２前項の規定にかかわらず、別表 3 各項の 1 に該当する者は、

この金庫の会員となることができない。

第 7 条　 

　普通出資 1 口の金額は金 500 円とし、金銭による全額一時払

いとする。

第 8 条

　会員は普通出資１口以上を有し、かつ、その普通出資額は

10,000 円以上でなければならない。

※  別表３

１暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過

しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社

会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ

らに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。）

２次の各号の１に該当する者

（１）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を

有すること。

（２）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められ

る関係を有すること。

（３）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的ま

たは第三者に損害を加える目的をもってするなど、不

当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有

すること。

（４）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供

与するなどの関与をしていると認められる関係を有す

ること。

（５）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員

等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

総代会制度は、会員一人ひとりの意見を適正に反映するための開かれた制度です。

会　員

総代会

総 代 会

③理事長は、総代候補者氏名を店頭掲示し、所定

の手続きを経て、会員の代表として総代を委嘱

会員の総意を適正に反映するための制度

決算に関する事項、理事・監事の選任等重要事項の決定

①総代会の決議により会員の中から選考委員を選任

し、 選考委員の氏名を店頭掲示

②選考委員会を開催のうえ選考基準に基づき、

選考委員が総代候補者を選考

選　考　委　員

総　代

総　代　候　補　者
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❶総代候補者選考
　委員の選任

❷総代候補者の
　選任

❸総代の選任

総代とその選任方法

総代が選任されるまでの手続きについて〈信用金庫法・定款で定める総代選任プロセス〉

地区を 4 区の選任区域に分け、各選任区域ごとに総代の定数を決定

選考委員が総代候補者を選考

理事長に報告

総代候補者の氏名を 1 週間以上店頭掲示

上記掲示について電子広告または中日新聞に公告

総代会の決議により、選任区域ごとに会員のうちから選考委員を委嘱

選考委員の氏名を店頭に掲示

理事長は総代に委嘱

総代の氏名を店頭に 1 週間以上掲示

当該総代候補者が選任区域の総代定数の1/2 以上

a他の候補者を選考

当該総代候補者が選任区域の総代定数の 1/2 未満

b欠員（選考を行わない）

異議申立期間 （公告後 2 週間以内）

abいずれか選択

上記❷以下の手続きを経て

会員から異議がない場合　または　選任区域の会員数の
1/3 未満の会員から異議の申出があった総代候補者

選任区域の会員数の 1/3 以上の会員から
異議の申出があった総代候補者

（１）総代の任期・定数

・総代の任期は 3 年です。

・2019 年 4 月以降、新たに就任する総代の年齢は就任時点で満 75 歳未満の会

員です。

・総代の定数は、100 人以上 120 人以下で、会員数に応じて各選任区域ごとに

定められています。

（２）総代の選任方法

　総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営に反映する重要な

役割を担っています。

　そこで総代の選考は、総代候補者選考基準（注）に基づき、次の 3 つの手

続きを経て選任されます。

①総代会の決議により、会員の中から総代候補者選考委員を選任する。

②選考委員会を開催のうえ、総代候補者選考委員が総代候補者を選考する。

③上記②により選考された総代候補者を会員が信任する（異議があれば申し

立てる）。

（注）総代候補者選考基準
１．資格要件

　当金庫の会員であること。

２．適格要件

①総代として相応しい見識を有してい

ること。

②良識をもって正しい判断ができる人

であること。

③地域に信望が厚く、総代として相応

しい人であること。

④地域での居住年数が長く、人縁関

係が深い人。

⑤行動力があり、積極的な人。

⑥人格、識見に秀れ、当金庫の発展

に寄与できる人。

⑦金庫の理念・使命を良く理解し、金

庫との緊密な取引関係を有する人。

選任区域別会員・総代数 総代年齢（生年）別構成

会　員　数
総代数

法　人 個　人 合　計
第一区 1,167 10,192 11,359 36
第二区 809 6,766 7,575 23
第三区 1,153 8,369 9,522 30
第四区 1,724 8,336 10,060 31
合計 4,853 33,663 38,516 120

　　　　　　　　

生れ年 第一区 第二区 第三区 第四区 計
昭和 21 〜 30 年 8 6 6 13 33
昭和 31 〜 40 年 16 10 14 6 46
昭和 41 〜 50 年 11 7 6 9 33
昭和 51 〜 1 0 4 3 8

合計 36 23 30 31 120

区分
選任
区域

（単位：人） （単位：人）2023.3.31 現在 2023.3.31 現在
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第79 期（2022 年度）通常総代会のご報告

総代の氏名 （敬称略、各区 50 音順）

2023.6.19 現在

第１号 議 案

第２号議 案

第３号議 案

第４号議 案

第７９期剰余金処分案承認の件

会員除名の件

役員退任に伴う退職慰労金贈呈の件

第８０期（２０２３年度）会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

本件は、原案のとおり承認可決されました。

本件は、原案のとおり承認可決されました。

本件は、原案のとおり承認可決されました。

決 議 事 項

開 催 日

開 催 場 所

出席総代数

報 告 事 項

２０２３年６月１９日（月）

豊川信用金庫　研修センター４階大会議室

１２０名（委任状３２名を含む）

第７９期２０２２年度（２０２２年４月１日から２０２３年３月３１日まで）業務報告、貸借対照表および損益計算書の

内容報告の件

本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

選任区域 人　数 　　　　　　　　　　　　　　       　総　代　氏　名　　　　　（　）内は在籍した任期の回数を表示 総代の業種別構成

第一区

３６名
本店、一宮支店、
いなり支店、鳳来支店、
豊支店、三蔵子支店、
新城中央支店、
東栄支店

安形　憲二（9） 有馬　智也（1） 池田　哲朗（4） 岡村　　孝（12） 岡本　英次（2）

製造業…………13
建設業……………8
不動産業…………2
小売業……………4
卸売業……………1
その他サービス …2
運輸業……………2
医 療 ・ 福 祉 ……1
生活関連サービス 1
娯楽業……………1
鉱 業………………1
計………………36

小川　晴希（2） 小野　喜明（5） 小野田啓二（2） 加藤　栄志（2） 加藤　昌明（2）

亀山　　隆（3） 加山　昌弘（2） 金原　利幸（2） 久具　信夫（1） 楠　　芳高（2）

河野　雄一（1） 鈴木　明大（1） 鈴木　信一（1） 関谷　　健（2） 田村　太一（2）

土井　昌司（2） 内藤　久典（1） 夏目　雅敏（2） 波多野晴康（4） 林　　秀訓（1）

伴　　正男（6） 藤村　耕一（8） 星川　和伸（3） 桝田　純通（2） 丸山　恭司（3）

三﨑　順一（3） 峰野　　晋（1） 宮下　雄吉（1） 森　啓実樹（1） 森田　清隆（3）

山本　哲司（2）

第二区

２３名
牛久保支店、諏訪支店、
国府支店、新桜支店、
御油支店、八南支店、
蔵子支店

浅野　　晋（1） 井指　宏隆（1） 石黒　仁史（2） 大石　明宣（4） 大島　嗣雄（2） 建設業……………7
製造業……………6
小売業……………2
不動産業…………1
卸売業……………1
その他サービス …2
医 療 ・ 福 祉 ……2
娯楽業……………1
学術研究、専門、
技術サービス業……1　
計………………23

大村　幸司（1） 笠原　盛泰（5） 川口　光正（3） 甲村　尚久（1） 佐野　喜宣（2）

清水　宏臣（1） 杉本　大吾（6） 高桑　　耐（11） 田中　己喜（1） 寺部　重人（1）

寺部　保江（2） 寺部　良洋（2） 内藤　泰宏（1） 夏目　雅康（2） 福山　将之（1）

細井　　勉（1） 安田　守ー（1） 山脇　善典（3）

第三区

３０名
御津支店、小坂井支店、
蒲郡支店、音羽支店、
蒲郡西支店、岡崎支店、
本宿支店、幸田支店

安藤　隆幸（2） 井澤　　章（2） 石黒　貴也（2） 石原　　昇（1） 伊藤　研司（5） 製造業……………9
建設業……………7
小売業……………2
卸売業……………2
不動産業…………2
水道業……………2
漁 業………………1
医 療 ・ 福 祉 ……1
生活関連サービス、
娯楽業…………… 2
その他サービス …1
学術研究、専門、
技術サービス業……1　
計………………30

大町　敏之（3） 大村　　忍（7） 小田　佳道（1） 及部　多高（2） 加藤　誠紀（1）

河合　忠一（3） 倉田　章寛（1） 榊原　幸博（1） 杉浦　一之（2） 鈴木　俊介（4）

竹本　幸久（2） 中根　一将（2） 中野　邦夫（3） 丹羽　伸行（1） 秦　　孝司（3）

服部　良男（7） 林　　徹司（3） 平松　賢介（2） 本多　寛行（3） 牧　　　久（1）

牧野　ー政（1） 松下　和正（2） 三浦　泰廣（5） 山本　一隆（1） 山本　　眞（7）

第四区

３１名
豊橋支店、豊橋西支店、
弥生支店、三ノ輪支店、
二川支店、牛川支店、
佐藤町支店、
大清水支店、田原支店、
菰口支店、藤沢支店

青木　一恭（1） 飯野　謙二（8） 石川　正義（3） 石原　世光（5） 宇藤　　信（4）
製造業……………7
小売業……………5
卸売業……………2
建設業……………3
個人………………1
不動産業…………2
医 療・福 祉………4
熱供給業…………1
生活関連サービス、
娯楽業…………… 1
その他サービス …2
学術研究、専門、
技術サービス業……3　
計………………31

大久保敦之（3） 大羽　芳樹（3） 岡﨑　伸彦（2） 尾﨑　典子（1） 嵩　　伸介（6）

片桐　鉄也（1） 可知久充子（1） 草野　　潔（5） 近藤　真司（1） 菰田　勝久（1）

齋藤　　昇（4） 白柳　　孝（2） 杉浦　孝次（1） 杉原　康仁（2） 鈴木　宣央（4）

竹内　　誠（3） 竹内　義和（1） 田中　宏明（1） 永井　秀典（4） 中山　幸宣（1）

西島　　豊（1） 伴野　乙彦（1） 福井　章浩（1） 藤原　照元（2） 牧原　啓和（2）

元吉　伸幸（1）
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